
～インフレを身近に感じる今だからこそ～
『のむラップ・ファンド』と考える資産運用の大切な第一歩

日本は長く続いたデフレのトレンドから、インフレへと
転換しつつあります。足元、物価上昇率は高い水
準が続いており、日常生活の中でインフレを感じる機
会も増えてきました。

例えば、20年前と比較して様々な分野で物価が
上昇しています。物価が上昇すると、同じ金額のお
金でも購入できるモノやサービスの量が減少し、実質
的にお金の価値が目減りすることになります。

インフレの時代において、お金の価値の目減りに対
する手段として、資産運用が一つの選択肢になると
考えられます。

ご参考資料｜2025.11

追加型投信/内外/資産複合

保守型 やや保守型 普通型 やや積極型 積極型

1. 日本経済は「デフレ」から「インフレ」へ
2. インフレと資産運用について考えましょう
3. お金の使い道を決めて、資産を配分しましょう
4. 『のむラップ・ファンド』で将来の生活コストの上昇に備えましょう

１.日本経済は「デフレ」から「インフレ」へ

ポイント

身
近
な
物
価
上
昇
の
例

上記はイメージ図です。東京都区部の小売価格を比較しています。米はうるち米(単一原料米,「コシヒカリ」以外)、果実飲料は果実飲料(果汁20～50%)。
（出所）「小売物価統計調査（動向編）調査結果」（総務省統計局）（https://www.stat.go.jp/）のデータに基づき野村アセットマネジメント作成

20年前との比較 米
（5kg）

果実飲料
（1,500ml）

レギュラーガソリン
（1L）

ノートブック
（1冊）

2005年９月 2,361円 118円 130円 130円

2025年９月 4,689円 245円 177円 211円

変化率 2.0倍 2.1倍 1.4倍 1.6倍

上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。

日本のモノ・サービスの価格の推移

100

200

300

400

500

1970 1980 1990 2000 2010 2020

モノ価格 サービス価格

（年）

起点を100として指数化

期間：1970年9月～2025年9月、年次
モノの価格は消費者物価指数の財の価格、サービスの価格は消費者物価指
数のサービスの価格を使用。
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お金の価値が目減りするとは

物価上昇によって、「お金の価値が目減りする」とは、どういうことでしょうか。具体的な事例について見てみましょう。
例えば、物価が毎年2％ずつ上昇した場合、現在100万円のモノ（車）は、5年後には約110万円まで上昇
します。つまり、同じモノでも、物価上昇が進むと、100万円では買えなくなってしまいます。これが「お金の価値が
目減りする」ということです。

２. インフレと資産運用について考えましょう

金利は上がったといわれるが・・・

日本の金利は1990年代後半以降、低水準で推移しています。日本銀行は2024年7月に利上げを行ない、
金利が上昇傾向にありますが、過去と比較すると、引き続き低い水準にあります。銀行預金や個人向け国債だ
けで物価上昇に対応することは難しいといえます。

同じモノ（車）
でも100万円では
買えない！

（％）

（年/月）

上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。

上記はイメージです。

2025年9月末
年0.256％

（％）

預金金利の推移 預金金利と個人向け国債の金利
（過去１年/平均値）

（ご参考）
物価上昇率

（過去１年/平均値）

期間：＜預金金利の推移＞1970年12月末～2025年9月末、月次 ＜預金金利と個人向け国債の金利＞＜物価上昇率＞2024年10月～2025年9月、月次。
個人向け国債は発行日ベース。預金金利：定期預金／預入金額300万円未満／１年を使用。個人向け国債：変動10年／初回の利子の適用利率（年率、税
引き前）を使用。物価上昇率：消費者物価指数（総合）／前年同月比を使用。

（％）

（出所）日本銀行、財務省（https://www.mof.go.jp/）、ブルームバーグのデータを基に野村アセットマネジメント作成

物価が毎年2％ずつ上昇した場合
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３. お金の使い道を決めて、資産を配分しましょう

インフレに強い資産とは？

生活コストの継続的な上昇が見込まれる場合、現預金で保有している資産の一部を、インフレに強いとされる資
産に置き換えることで、インフレから資産を守ることが期待されます。一般的にインフレ下では、モノやサービス、家
賃等の上昇が、企業収益や不動産価格を押し上げるため、株式やREITはインフレに強い資産とされています。
一方で、これら資産は価格変動が相対的に大きいことから、すべてを株式やREITで保有することはリスクが高く
なる傾向にあります。リスクが気になるという方には、債券も含めた「分散投資」が有効で、リスク低減効果が期待
できます。

お金の使い道と資産の配分

資産運用の第一歩を踏み出すうえで、お金の「用途」や「属性」を考えて、資産を分類することが大切です。

安定的な運用を目指すお金

日常生活やいざというとき
のためのお金

将来使い道が
決まっているお金

当面
使う予定がないお金

安定性・換金性を
重視する商品

安定した収益が
期待できる商品

収益性を
追求する商品

日常生活のお金 近い将来使い道が
決まっているお金

ゆとりあるセカンドライフ
を送るためのお金

夢や計画を
実現するためのお金

資産拡大のために
大きくふやすお金

【例えば】 【例えば】 【例えば】

緊急時の予備資金 必要な時期が遠い、
あるいは未定のお金

つかうお金 積極的な運用を目指すお金

上記はイメージ図です。また、資産運用の一例であり、全てを網羅しているものではありません。 

リスク・リターン分布（円ベース、年率）

期間：2010年3月末～2025年9月末、月次
リスクは月間変化率の標準偏差を年率換算しています。標準偏差とは、平均的な収益率からどの程度値動きが乖離するか、値動きの振れ
幅の度合いを示す数値です。使用した指数については、後述の「当資料で使用した指数について」をご参照ください。
（出所）ブルームバーグのデータを基に野村アセットマネジメント作成

国内債券

外国債券

国内株式

世界REIT

外国株式

（％）

（％）

年
率
リ
タ
ー
ン

年率リスク

上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、ファンドの運用実績ではありません。

高

低

低 高
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４. 『のむラップ・ファンド』で将来の生活コストの上昇に備えましょう

『のむラップ・ファンド』のご紹介

『のむラップ・ファンド』は、マザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式、債券およびREITに投資するバランス
ファンドです。主なポイントは以下のとおりです。

データで見る『のむラップ・ファンド』

『のむラップ・ファンド』は設定来、15年超の運用実績※を有します。様々な相場環境を乗り越えて、堅調なパ
フォーマンスを実現してきました。

パフォーマンス推移

ポイント①

ポイント②

ポイント③

投資スタイルに合わせて選べるファンド
ファンド毎にリスク（値動きの振れ幅）に配慮した運用を行ないます。
投資目的や投資スタイルに合わせて選べます。

バランスの良い資産運用
リスク管理をベースとした国際分散投資で、値動きが大きくなり過ぎないように
工夫しています。

定期的なメンテナンス機能付き
お客さまが選択された投資スタイルに沿って、投資助言会社である野村證券の
助言に基づき、資産配分比率等の変更などメンテナンスを行ないます。

期間：2010年3月末（設定月末）～2025年9月末、月次
各ファンドは基準価額（分配金再投資）を基に算出。基準価額（分配金再投資）とは、当初設定時より課税前分配金を再投
資したものとして計算した価額であり、ファンドの収益率を測るためのものです。したがって、課税条件等によって受益者ごとに収益率
は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮しておりません。やや保守型、やや積極型は運用開始時期が異なるため記載し
ていません。
※保守型、普通型、積極型：2010年3月15日設定
（出所）ブルームバーグのデータ等を基に野村アセットマネジメント作成

起点を100として指数化

（ご参考）
物価上昇率

（過去１年/平均値）

期間：2024年10月～2025年
9月、月次
消費者物価指数（総合）／前
年同月比を使用。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
上記は過去のデータであり、将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。
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のむラップ・ファンド

『のむラップ・ファンド（積極型）』の組み入れ効果

『のむラップ・ファンド（普通型）』の組み入れ効果

『のむラップ・ファンド（保守型）』の組み入れ効果

持ちあわせ
ポートフォリオ例

現金のみ
保有

積極型を
25％保有

積極型を
50％保有

積極型を
75％保有

積極型のみ
保有

ポートフォリオの
イメージ

年率リターン 0% 2.5% 5.0% 7.4% 9.7%

年率リスク 0% 3.2% 6.4% 9.7% 12.9%

現金 積極型

持ちあわせ
ポートフォリオ例

現金のみ
保有

普通型を
25％保有

普通型を
50％保有

普通型を
75％保有

普通型のみ
保有

ポートフォリオの
イメージ

年率リターン 0% 1.8% 3.6% 5.4% 7.1%

年率リスク 0% 2.5% 4.9% 7.4% 9.9%

現金 普通型

持ちあわせ
ポートフォリオ例

現金のみ
保有

保守型を
25％保有

保守型を
50％保有

保守型を
75％保有

保守型のみ
保有

ポートフォリオの
イメージ

年率リターン 0% 0.9% 1.8% 2.7% 3.6%

年率リスク 0% 1.4% 2.8% 4.1% 5.5%

現金 保守型

期間： 2010年3月末（設定月末）～2025年9月末、月次。
『のむラップ・ファンド』は基準価額（分配金再投資）を基に算出。基準価額（分配金再投資）については、4ページをご参照ください。リスクは月間変化率の標
準偏差を年率換算。標準偏差とは、平均的な収益率からどの程度値動きが乖離するか、値動きの振れ幅の度合いを示す数値です。現金は日本円。現金は市
場の価格変動で元本が増減するものではありませんが、物価上昇等により実質的な購買力が低下する可能性があります。やや保守型、やや積極型は運用開始
時期が異なるため記載していません。

上記は各ファンドの基準価額（分配金再投資）を基に試算した結果であり、実際に投資する場合とは異なります。上記は過去のデータであり、将
来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。ファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

４. 『のむラップ・ファンド』で将来の生活コストの上昇に備えましょう

『のむラップ・ファンド』の組み入れ効果

現金のみで保有した場合に対して、『のむラップ・ファンド』を組み入れることで、リスクおよびリターンが以下のように
変化しました。
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のむラップ・ファンド

【ファンドの特色】
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のむラップ・ファンド

＜当ファンドに係る費用＞＜お申込みメモ＞ （2025年11月現在）

各ファンドは、株式、債券およびREIT等を実質的な投資対象としますので、組入株式の価格下落、金
利変動等による組入債券の価格下落、組入REITの価格下落や、組入株式の発行会社、組入債券の発行
体および組入REITの倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落することがあります。ま
た、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により基準価額が下落することがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失
が生じることがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。 

当ファンドの投資リスク ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。

投資スタイルに合わせて
選べるファンド

＜当資料について＞●当資料は、ファンドのご紹介を目的として野村アセットマネジメントが作成したご参考資料です。●当資料は、信頼できると考えられる情報に
基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。●当資料中の記載内容、数値、図表等については、当資料作成時のものであり、
事前の連絡なしに変更されることがあります。●当資料中のいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。
＜お申込みに際してのご留意事項＞●ファンドは、元金が保証されているものではありません。●ファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
●投資信託は金融機関の預金と異なり、元本は保証されていません。●投資信託は預金保険の対象ではありません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資
者保護基金制度が適用されません。●ファンドの分配金は、投資信託説明書（交付目論見書）記載の「分配の方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の
判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。●お申込みにあたっては、
販売会社よりお渡しする投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
＜当資料で使用した指数について＞ 
国内株式：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
国内債券：NOMURA-BPI総合
外国株式：MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）※ ※配当込み
外国債券：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
世界REIT：S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）
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お申込みは

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。

※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。

のむラップ・ファンド

金融商品取引業者等の名称 登録番号

加入協会

日本証券業

協会

一般社団法人

日本投資

顧問業協会

一般社団法人

金融先物

取引業協会

一般社団法人

第二種金融商品

取引業協会

株式会社北海道銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第1号 ○ ○

株式会社青森みちのく銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第1号 ○

株式会社北都銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第10号 ○

株式会社荘内銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第6号 ○

株式会社山形銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第12号 ○

株式会社岩手銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第3号 ○

株式会社東北銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第8号 ○

株式会社七十七銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第5号 ○ ○

株式会社足利銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第43号 ○ ○

株式会社常陽銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第45号 ○ ○

株式会社筑波銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第44号 ○

株式会社武蔵野銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第38号 ○

株式会社山梨中央銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第41号 ○

株式会社八十二銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第49号 ○ ○

株式会社北陸銀行 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第3号 ○ ○

株式会社静岡銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第5号 ○ ○

株式会社清水銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第6号 ○

株式会社大垣共立銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第3号 ○ ○

株式会社百五銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第10号 ○ ○

株式会社滋賀銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第11号 ○ ○

株式会社関西みらい銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第7号 ○ ○

株式会社池田泉州銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第6号 ○ ○

株式会社南都銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第15号 ○

株式会社紀陽銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第8号 ○

株式会社但馬銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第14号 ○

株式会社鳥取銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第3号 ○

株式会社広島銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第5号 ○ ○

株式会社百十四銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第5号 ○ ○

株式会社伊予銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第2号 ○ ○

株式会社筑邦銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第5号 ○

株式会社佐賀銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第1号 ○ ○

株式会社肥後銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第3号 ○

株式会社宮崎銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第5号 ○

株式会社琉球銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長（登金）第2号 ○

株式会社西日本シティ銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第6号 ○ ○

株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第3号 ○ ○

株式会社北日本銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第14号 ○

株式会社福島銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第18号 ○

株式会社東和銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第60号 ○

株式会社大光銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第61号 ○
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お申込みは

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。

※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。

のむラップ・ファンド

金融商品取引業者等の名称 登録番号

加入協会

日本証券業

協会

一般社団法人

日本投資

顧問業協会

一般社団法人

金融先物

取引業協会

一般社団法人

第二種金融商品

取引業協会

株式会社長野銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第63号 ○

株式会社静岡中央銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第15号 ○

株式会社あいち銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第12号 ○ ○

株式会社名古屋銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第19号 ○

株式会社みなと銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第22号 ○ ○

株式会社トマト銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第11号 ○

株式会社徳島大正銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第10号 ○

株式会社高知銀行 登録金融機関 四国財務局長（登金）第8号 ○

株式会社長崎銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第11号 ○

株式会社豊和銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第7号 ○

株式会社宮崎太陽銀行 登録金融機関 九州財務局長（登金）第10号 ○

信金中央金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第258号 ○

朝日信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第143号 ○

岡崎信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第30号 ○

碧海信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第66号 ○

おかやま信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第19号 ○

第一勧業信用組合 登録金融機関 関東財務局長（登金）第278号 ○

近畿産業信用組合 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第270号 ○

労働金庫連合会 登録金融機関 関東財務局長（登金）第269号

アイザワ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3283号 ○ ○ ○

八十二証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第21号 ○ ○

三菱UFJ eスマート証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 ○ ○ ○ ○

池田泉州ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第370号 ○

四国アライアンス証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長（金商）第21号 ○

株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

ＯＫＢ証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第191号 ○

九州ＦＧ証券株式会社 金融商品取引業者 九州財務局長（金商）第18号 ○

岩井コスモ証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第15号 ○ ○ ○

静銀ティーエム証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第10号 ○

七十七証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第37号 ○

GMOクリック証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第77号 ○ ○

北洋証券株式会社 金融商品取引業者 北海道財務局長（金商）第1号 ○

めぶき証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1771号 ○

ちばぎん証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第114号 ○

楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号 ○ ○ ○ ○

東洋証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第121号 ○ ○

moomoo証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3335号 ○ ○

南都まほろば証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第25号 ○

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号 ○ ○ ○ ○
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お申込みは

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。

※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。

のむラップ・ファンド

金融商品取引業者等の名称 登録番号

加入協会

日本証券業

協会

一般社団法人

日本投資

顧問業協会

一般社団法人

金融先物

取引業協会

一般社団法人

第二種金融商品

取引業協会

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○ ○

野村證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第142号 ○ ○ ○ ○

百五証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第134号 ○

ひろぎん証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第20号 ○

松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号 ○ ○

リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第199号 ○

山和証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第190号 ○

PayPay証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2883号 ○
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以下は、取次販売会社または金融商品仲介による販売会社です｡

お申込みは

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。

※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。

のむラップ・ファンド

金融商品取引業者等の名称 登録番号

加入協会

日本証券業

協会

一般社団法人

日本投資

顧問業協会

一般社団法人

金融先物

取引業協会

一般社団法人

第二種金融商品

取引業協会

留萌信用金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第36号

青い森信用金庫 登録金融機関 東北財務局長（登金）第47号

秋田信用金庫 登録金融機関 東北財務局長（登金）第22号

高崎信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第237号

桐生信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第234号

北群馬信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第233号

足利小山信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第217号

大田原信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第219号

水戸信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第227号

埼玉縣信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第202号 ○

川口信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第201号

青木信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第199号

飯能信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第203号

千葉信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第208号

横浜信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第198号 ○

中南信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第195号

さわやか信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第173号 ○

東京東信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第179号 ○

亀有信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第149号

城北信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第147号 ○

瀧野川信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第168号

新潟信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第249号

新井信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第241号

長野信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第256号 ○

松本信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第257号

諏訪信用金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第255号

のと共栄信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第30号

はくさん信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第35号

福井信用金庫 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第32号

しずおか焼津信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第38号

静清信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第43号

浜松磐田信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第61号

沼津信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第59号

三島信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第68号

富士信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第64号

岐阜信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第35号 ○

大垣西濃信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第29号

豊橋信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第56号

瀬戸信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第46号 ○

半田信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第62号
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以下は、取次販売会社または金融商品仲介による販売会社です｡

お申込みは

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。

※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。

のむラップ・ファンド

金融商品取引業者等の名称 登録番号

加入協会

日本証券業

協会

一般社団法人

日本投資

顧問業協会

一般社団法人

金融先物

取引業協会

一般社団法人

第二種金融商品

取引業協会

豊川信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第54号

豊田信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第55号 ○

西尾信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第58号 ○

蒲郡信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第32号

北伊勢上野信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第34号

桑名三重信用金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第37号

湖東信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第57号

京都信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第52号 ○

京都中央信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第53号 ○

大阪信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第45号

大阪シティ信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第47号 ○

永和信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第43号

きのくに信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第51号

神戸信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第56号

姫路信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第80号 ○

尼崎信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第39号 ○

但馬信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第67号

米子信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第50号

水島信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第48号

津山信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第32号

玉島信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第30号

吉備信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第22号

備前日生信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第40号

広島信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第44号 ○

西中国信用金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第29号

高松信用金庫 登録金融機関 四国財務局長（登金）第20号

観音寺信用金庫 登録金融機関 四国財務局長（登金）第17号

遠賀信用金庫 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第21号

北海道労働金庫 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第38号

東北労働金庫 登録金融機関 東北財務局長（登金）第68号

中央労働金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第259号

新潟県労働金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第267号

長野県労働金庫 登録金融機関 関東財務局長（登金）第268号

静岡県労働金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第72号

北陸労働金庫 登録金融機関 北陸財務局長(登金)第36号

東海労働金庫 登録金融機関 東海財務局長（登金）第70号

近畿労働金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第90号

中国労働金庫 登録金融機関 中国財務局長（登金）第53号

四国労働金庫 登録金融機関 四国財務局長（登金）第26号

九州労働金庫 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第39号
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以下は、取次販売会社または金融商品仲介による販売会社です｡

お申込みは

※上記販売会社情報は、作成時点の情報に基づいて作成しております。

※販売会社によっては取扱いを中止している場合がございます。

のむラップ・ファンド

金融商品取引業者等の名称 登録番号

加入協会

日本証券業

協会

一般社団法人

日本投資

顧問業協会

一般社団法人

金融先物

取引業協会

一般社団法人

第二種金融商品

取引業協会

沖縄県労働金庫 登録金融機関 沖縄総合事務局長(登金）第8号

株式会社イオン銀行
(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)

登録金融機関 関東財務局長（登金）第633号 ○

株式会社常陽銀行
(委託金融商品取引業者 めぶき証券株式会社)

登録金融機関 関東財務局長（登金）第45号 ○ ○

株式会社八十二銀行
(委託金融商品取引業者 八十二証券株式会社)

登録金融機関 関東財務局長（登金）第49号 ○ ○

株式会社鹿児島銀行
(委託金融商品取引業者 九州ＦＧ証券株式会社)

登録金融機関 九州財務局長（登金）第2号 ○

株式会社SBI新生銀行
(委託金融商品取引業者 株式会社SBI証券)

登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号 ○ ○

株式会社SBI新生銀行
(委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)

登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号 ○ ○
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